
【法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について】 

 

日出町契約検査室 

 

社会保険に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者が不利にならないなど、公平

で健全な競争環境を構築するため、日出町公共工事請負契約約款第 3 条の規定に定める請

負代金内訳書の提出が必要になります。 

 

（１）法定福利費とは 

法令に基づき企業が義務的に負担しなければならない社会保険料（健康保険・厚生年金

保険・雇用保険の保険料等）をいいます。 

 

（２）対象工事について 

契約書を作成する全ての建設工事とします。 

 

（３）記載内容等について 

別添の第 5 号様式（土木関係工事又は建築関係工事）に次の①～③に掲げるものを記載

のうえ、押印してください。 

なお、第 5 号様式（土木関係工事又は建築関係工事）の記載内容が確認できれば別様式

でも差し支えません。 

①発注者名、年月日、住所、商号又は名称、代表者氏名、工事名、工事場所及び工期を

記載してください。 

②（土木関係工事の場合） 

閲覧設計図書に示す「見積参考資料」に記載された費目、工種、施工名称、数量及び単位

並びに各項目に対応する入札額の根拠とした単価及び金額を記載してください。 

（注）土木関係工事とは、主に②の２（注）に記載した建築関係工事以外の工事をいう。 

②の２（建築関係工事の場合） 

閲覧設計図書に示す「見積参考資料」のうち、種目別内訳書及び科目別内訳書に記載さ

れた各項目及び各項目に対応する入札額の根拠とした金額を記載してください。 

（注）「建築関係工事」とは、主に建築工事及び建築物及び建築物の敷地に付帯する工事(建

築設備工事、外構工事、造園工事、さく井工事等)をいう。 

③工事価格の内数として、当該工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料（健康

保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）の事業主負担額（以下「法定福利費」という。）を

記載してください。 



（４）提出方法等について 

①契約締結後 14 日以内に請負代金内訳書を提出してください（工程表の提出と同様で

す。） 

②入札時に提出した入札金額内訳書の工事費内訳と請負代金内訳書の工事費内訳が合

致していること及び法定福利費が適正に記載されていることを確認してください。 

③入札時に提出した入札金額内訳書に法定福利費の金額を記載している場合は、請負代

金内訳書の工事費内訳の欄に「別紙のとおり」と記載し、入札金額内訳書を添付して提出する

ことができるものとします。 

 

（５）適用日 

令和 2 年 10 月 1 日以降に当初契約を締結する、建設工事から適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


